
 

亀 山 市 立 図 書 館 雑 誌 ス ポ ン サ ー 募 集 要 項  

 

１ ． 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 の 目 的  

亀 山 市 立 図 書 館 （ 以 下 「 市 立 図 書 館 」 と い う 。 ） で は 、 雑 誌

ス ポ ン サ ー 制 度 を 活 用 し 、 雑 誌 に ス ポ ン サ ー の 広 告 を 組 み 込 ん

だ 情 報 を 発 信 す る こ と に よ り 、 新 た な 財 源 を 確 保 し 、 利 用 者 の

ニ ー ズ に 沿 っ た 図 書 の 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と し ま す 。  

 

２ ． 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 の 内 容  

雑 誌 ス ポ ン サ ー に 雑 誌 の 購 読 代 金 を 負 担 し て い た だ き 、 提 供

し て い た だ い た 雑 誌 を 市 立 図 書 館 雑 誌 コ ー ナ ー に 配 架 し ま す 。

提 供 雑 誌 の 最 新 号 カ バ ー の 表 面 に ス ポ ン サ ー 名 を 、 裏 面 に ス ポ

ン サ ー の 広 告 を 表 示 し 、 市 立 図 書 館 の 利 用 者 の 閲 覧 に 供 し ま す 。

ま た 、 ス ポ ン サ ー の 承 諾 が あ れ ば 雑 誌 コ ー ナ ー の 雑 誌 架 に ス ポ

ン サ ー の 広 告 表 示 を 掲 示 で き る も の と し ま す 。   

 

３ ． 対 象 と す る ス ポ ン サ ー  

 ⑴  「 亀 山 市 広 告 掲 載 基 準 第 ４ 条 」 に 基 づ く 、 業 種 ま た は 事 業

者 に 該 当 し な い こ と 。  

 ⑵  企 業 、 商 店 、 団 体 等 を 対 象 と し ま す 。  

 ⑶  申 請 後 、 広 告 掲 載 内 容 に つ い て は 、 亀 山 市 広 告 審 査 委 員 会

で 承 認 さ れ る こ と 。  

 

４ ． 雑 誌 の 選 定  

  市 立 図 書 館 が 作 成 し た 別 紙 「 亀 山 市 立 図 書 館 雑 誌 リ ス ト 」 か

ら 選 定 し て い た だ き ま す 。  

  な お 、 雑 誌 の 受 入 事 務 は 市 立 図 書 館 が 行 い ま す 。  

 

 



５ ． ス ポ ン サ ー 広 告 等 の 表 示 方 法  

 ⑴  ス ポ ン サ ー の 表 示 ス ペ ー ス  

①  提 供 雑 誌 の 最 新 号 カ バ ー 表 面 に つ い て は 、 ス ポ ン サ ー 名 等

の 表 示 と し ま す 。  

②  雑 誌 コ ー ナ ー の 雑 誌 架 に ス ポ ン サ ー 名 等 を 掲 示 し ま す 。  

③  最 新 号 カ バ ー の 裏 面 に 、 広 告 チ ラ シ を １ 枚 挿 入 で き ま す 。  

広 告 チ ラ シ は 片 面 印 刷 の も の と し 、 最 新 号 カ バ ー に 収 ま る

サ イ ズ と し ま す 。 ま た 、 こ の 広 告 チ ラ シ の 作 成 は 、 ス ポ ン

サ ー 側 で お 願 い し ま す 。 （ 広 告 チ ラ シ を 変 更 す る 場 合 も 同

様 と し ま す 。 ）  

④  ス ポ ン サ ー は 、 ① ・ ② ・ ③ に お い て 、 同 一 の 名 称 を 用 い る

こ と と し ま す 。  

 ⑵  ス ポ ン サ ー の 表 示 期 間  

雑 誌 の 提 供 を 開 始 し て い た だ い た 月 か ら １ 年 間 と し ま す 。  

た だ し 、 ス ポ ン サ ー 及 び 市 立 図 書 館 双 方 が 期 間 満 了 の ３ ケ 月

前 ま で に 、 書 面 に よ る 解 約 の 意 思 表 示 を し な か っ た 場 合 は 、

覚 書 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 表 示 期 間 を 延 長 で き る も の と し ま

す 。  

 ⑶  そ の 他  

雑 誌 の 配 架 位 置 は 、 市 立 図 書 館 が 決 定 し ま す 。  

 

６ ． 広 告 の 内 容  

  広 告 の 内 容 は 、 市 立 図 書 館 の 公 共 性 等 を 損 な う 恐 れ の な い も

の と し 、 「 亀 山 市 広 告 掲 載 基 準 第 5 条 」 に 該 当 す る も の は 、 ス

ポ ン サ ー 制 度 の 対 象 と し ま せ ん 。  

  

７ ． 募 集 期 間  

  随 時 先 着 順 に 受 付 し ま す 。  

 

 



８ ． 申 込 方 法  

「 雑 誌 ス ポ ン サ ー 制 度 申 込 書 」 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 事 項 を

記 入 し 、 掲 載 希 望 の 広 告 （ 案 ） を 添 え て 、 市 立 図 書 館 に 提 出 し

て く だ さ い 。  

 

９ ． ス ポ ン サ ー の 決 定 等  

 ⑴  申 込 み が あ っ た 順 に 申 込 内 容 を 審 査 し て 、 ス ポ ン サ ー を 決

定 し ま す 。  

 ※  同 一 雑 誌 に 複 数 の 申 込 み が あ っ た 場 合 は 、 先 着 順 に 決 定 し

ま す の で 、 ご 了 承 く だ さ い 。  

 ⑵  申 込 結 果 に つ い て は 、 掲 載 可 否 の 通 知 を し ま す 。  

 ⑶  ス ポ ン サ ー に 決 定 し た 場 合 は 、 覚 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 締 結

し ま す 。  

 

１ ０ ． 支 払 方 法  

  提 供 し て い た だ く 雑 誌 の 代 金 は 、 市 立 図 書 館 が 指 示 し た 雑 誌

納 入 業 者 へ 直 接 、 お 支 払 い く だ さ い 。  

 

１ １ ． そ の 他  

こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 広 告 の 募 集 の 手 続 き ・ 広 告 内

容 の 審 査 基 準 等 は 、 「 亀 山 市 広 告 掲 載 要 綱 」 「 亀 山 市 広 告 掲 載

基 準 」 の 例 に よ り ま す 。  

 

１ ２ ． 申 込 み 先 及 び お 問 い 合 わ せ 先  
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